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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に独立し且つ個々的に変形可能な弾性体及び複数の弾性体を支持する支持層とを備
える弾性体ユニットと、
　前記弾性体ユニットに設けられ生体により発生する圧力を検出する少なくとも一個の圧
力検出部と、
　前記圧力検出部から出力された生体の圧力信号に基づき、生体情報を検知する生体情報
検知手段と、
を備え、
　前記圧力検出部は、少なくとも前記支持層の下部に設けられていることを特徴とするベ
ッド装置。
【請求項２】
　前記弾性体の上部において、別の圧力検出部が設けられていることを特徴とする請求項
１に記載のベッド装置。
【請求項３】
　前記圧力は、生体の体重、体動、呼吸、心拍のうちの少なくとも一方であることを特徴
とする請求項１または２のいずれか１項に記載のベッド装置。
【請求項４】
　前記弾性体は、前記支持層の上面から上方に突出するように設けられていることを特徴
とする請求項１～３のうちのいずれかに記載のベッド装置。
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【請求項５】
　前記圧力検出部は、前記弾性体ユニットにおいて前記弾性体ユニットの長手方向及び／
または横方向に二箇所以上に分けられ、それぞれ独立に生体により発生する圧力を検出可
能に設置されていることを特徴とする請求項１～４のうちいずれかに記載のベッド装置。
【請求項６】
　前記支持層の上方から視認する平面視において、前記柱状弾性体は千鳥配列とされてい
ることを特徴とする請求項１～５のうちのいずれかに記載のベッド装置。
【請求項７】
　前記弾性体は柱状、または球状であることを特徴とする請求項１～６のうちのいずれか
に記載のベッド装置。
【請求項８】
　前記弾性体はエラストマー樹脂が使用されていることを特徴とする請求項１～７のうち
のいずれかに記載のベッド装置。
【請求項９】
　前記生体情報検知手段は、前記圧力検出部で出力された生体圧力信号に基づき、生体情
報を演算する演算部を有することを特徴とする請求項１～８のうちのいずれかに記載のベ
ッド装置。
【請求項１０】
　前記生体情報検知手段は、二箇所以上に設置された前記複数個の圧力検出部から出力さ
れた生体圧力信号により出力Ｓ／Ｎ比が算出され、出力Ｓ／Ｎ比を比較して高い出力Ｓ／
Ｎ比を有する前記圧力検出部を優先的に選択する選択部が備えられていることを特徴とす
る請求項１～９のうちのいずれかに記載のベッド装置。
【請求項１１】
　前記生体情報検知手段は、前記生体情報演算部で算出された生体情報に基づき、生体状
態を調整する生体状態調整部を有することを特徴とする請求項１～１０のうちのいずれか
に記載のベッド装置。
【請求項１２】
　前記圧力検出部は圧電フィルムからなることを特徴とする請求項１～１１のうちのいず
れかに記載のベッド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マットレスが本来持つ寝心地感を保ちながら、生体情報を高精度で収集する
ことが可能なベッド装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療などにおける検査もしくは診断において、受検対象となる患者に直接に検出器を取
付けて心拍あるいは呼吸などの生体信号を測定する方法が一般的に行われている。患者の
人体に直接検出器を取り付けたり、もしくは検出器を取り付けるための補助手段などを設
置したりすることにより、患者に身体的及び心理的な圧迫感を与えてしまうことがある。
このため、自然な測定結果が得られないことが多く、検出器を長時間患者の身体に装着す
る場合などは患者にとって苦痛となる。また睡眠中の患者の心拍あるいは呼吸などの生体
信号情報を入手しようとすると、患者が眠っている間にずっと検出器を装着している必要
があり、患者の自然な睡眠が阻害されると同時に、本来の状態の測定データが得られない
恐れもある。また、常時生体信号測定による観察が必要な場合には、患者にとっては更な
る苦痛となる。故に、この問題を解決しようとする研究は近年注目されるようになった。
【０００３】
　例えば、特許第３４１９７３２号（以下、特許文献１と称する）は、空気式音センサー
を使用した生体情報収集装置を開示している。具体的には、特許文献１は、ベッドを構成
する上面の板の下に、気密性を有する部材からなる空気袋を配置し、ベッドの上に居る生
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体の体重により空気袋内の空気圧の変動を検出する方法である。
【０００４】
　また、特開２００２－５８６５３号（以下、特許文献２と称する）は、中空チューブを
使用した生体信号検出装置を開示している。具体的には、特許文献２は、ベッドの上部に
弾性中空チューブを水平方向に配置している。利用者の体重により中空チューブが変形し
、チューブに接続された微差圧変化センサーで圧力変動を検出する方法である。
【０００５】
　また、特許第３５１３４９７号（以下、特許文献３と称する）は、空気マットを使用し
た生体情報収集装置を開示している。具体的には、特許文献３は、複数の独立した空気室
を有する空気マットに、体重による空気圧変動が気流となり、共通のパイプを介してセン
サーまで伝達して圧力変動を検出する方法である。
【特許文献１】特許第３４１９７３２号公報
【特許文献２】特開２００２－５８６５３号公報
【特許文献３】特許第３５１３４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された技術は、板部材の上に寝ることで硬さが使用者に不快感を与え
てしまい、また、使用者の体にあった体圧分散や寝姿勢といった特性を得ることが期待で
きず、長時間の使用に不向きであるという問題がある。また、特許文献２に開示された技
術は、弾性を有する中空チューブを利用して使用者の体圧を測定する仕組みであるが、特
許文献１と同様に、就寝時に使用者に異物感を与えてしまうといった問題が解決されてい
ない。さらに、特許文献３に開示された技術は、複数個の空気室の内部空気を等しくなる
ように保持し、かつそれを外気圧よりプラスに維持することで弾力を保つようにする機構
を持つ必要がある。換言すると、特許文献３は前述した必要とする機構を持つために、エ
アーマット内部に支持材を入れることで弾性のある形状を保持する構造を取っているが、
やはり構造の複雑さからコスト高となる上に、空気室を保持する必要性に変わりはないた
め、マットレスに本来必要とされる自然な寝姿勢、体圧分散性といった機能が期待できな
い。また、支持材をマットレスの下に配置した場合、構造的に厚さが必要となるが、現実
では、ベッド装置構造の厚さを設けるには限界がある。従って、センサー配置場所の自由
度がないことにも繋がっている。
【０００７】
　本発明は上記実状に鑑みてなされたものであり、圧力検出部が弾性体ユニットの支持層
の下部に設けられていることにより、弾性体ユニットが本来持つ寝心地感を保ちながら、
生体情報を高精度で収集することが可能なベッド装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のベッド装置は、相互に独立し且つ個々的に変形可能な弾性体及び複数の弾性体
を支持する支持層とを備える弾性体ユニットと、弾性体ユニットに設けられ生体により発
生する圧力を検出する少なくとも一個の圧力検出部と、圧力検出部から出力された生体の
圧力信号に基づき、生体情報を検知する生体情報検知手段と、を備え、圧力検出部は、少
なくとも支持層の下部に設けられていることを特徴とする。
　本発明のベッド装置によれば、弾性体ユニットを構成する変形可能な弾性体は相互に独
立して配置され、安定した形状及び弾力性を保つことができる。つまり、ベッド装置に弾
性体を用いることによってマットレスが本来持つ自然な寝姿勢や体圧分散性といった基本
特性がそのまま発揮でき、寝心地感を最大限に保つことができる。このため、より自然な
眠る状態を使用者に与えることができ、使用者にとって異物感などの不快感を覚えなくな
り、マットレスが持つ本来の機能を十分に発揮することができる。
　本発明のベッド装置によれば、弾性体ユニットは、相互に独立し且つ個々的に変形可能
な複数の弾性体と複数の弾性体を支持する支持層とを備えている。圧力検出部はすくなく
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とも支持層の下部に設けられており、弾性体ユニット上の生体の特定部位により発した圧
力を正確に検出することができる。即ち、正確に生体からの圧力信号を感知し、圧力を発
した生体の部位を特定することができる。
【０００９】
　また、本発明のベッド装置の圧力検出部は、弾性体ユニットにおいて、支持層の下部に
設けられているほか、弾性体の上部、下部、内部のうち、少なくとも一方に設けられてい
ることが好ましい。つまり、弾性体の上部、下部、内部のうち、少なくとも一方に少なく
とも一個の圧力検出部を設けることにより、生体の特定部位により発した圧力を正確に検
出することができる。即ち、正確に生体からの圧力信号を感知し、圧力を発した生体の部
位を特定することができる。さらに、圧力検出部は弾性体の上部、下部、または内部に設
けられ、独立した一個一個の弾性体同士が隣接した弾性体からの影響を受けにくいため、
隣接された弾性体の上部、下部、または内部にある圧力検出部は相互に影響しにくくなっ
ている。このため、生体の特定部位、例えば心拍数を検知するため心臓に近い部位などか
らの生体圧力信号を検出するとき、特定部位からの高精度の圧力信号を得ることができる
。即ち、特定部位以外の部位からの圧力信号の干渉を大きく抑えることができる。特に、
ダブルサイズのベッド装置では、使用者（生体）が二人の場合、近傍にいる人の影響を少
なくすることができ、正確の個人生体情報を検出することができる。さらに、圧力検出部
が直接生体に接触しないため、非拘束で生体情報が収集可能となる。
【００１０】
　本発明のベッド装置における圧力は、生体の体重、体動、呼吸、心拍のうちの少なくと
も一方であることが好ましい。
【００１１】
　本発明のベッド装置の弾性体は、好ましくは、弾性体ユニットにおいて、支持層の上面
から上方に突出するように設けられており、圧力検出部は、支持層の下部に設けられてい
る。これにより、圧力検出部が弾性体ユニットに取り付けることが容易になり、弾性体ユ
ニットにおいて、弾性体及び支持層に圧力検出部を同時に取り付けることが可能となる。
【００１２】
　本発明のベッド装置の圧力検出部は、弾性体ユニットにおいて弾性体ユニットの長手方
向及び／または横方向に二箇所以上に分けられ、それぞれ独立に生体により発生する圧力
を検出可能に設置されていることが好ましい。本発明のベッド装置を二人が使用した際、
横方向に隣接して眠っている二人の体動情報を独立した圧力検出部で検出することができ
る。つまり、二人の体動よる振動信号を相互に影響せずに検出することができる。また、
複数の箇所に圧力検出部を分けて設置することにより、呼吸、脈動、心拍などの特定の部
位の振動発生源を個別に検出することができる。
【００１３】
　本発明のベッド装置の支持層の上方から視認する平面視において、柱状弾性体は千鳥配
列とされていることが好ましい。
【００１４】
　本発明のベッド装置の弾性体は柱状、または球状であることが好ましい。弾性体は柱状
である場合では、角柱形状、円柱形状、上端面が大径で下端面が小径となる逆円錐台形状
、上端面が小径で下端面が大径となる円錐台形状、または樽形状のうちのいずれか一つの
形状であることができる。また、弾性体は球状である場合では、球状、半球状などの形状
とすることができる。さらに、弾性体の形状はこれらに限定されるものではなく、弾性体
ユニットの上面を一つの平面に形成できる形状であれば良い。
【００１５】
　本発明のベッド装置の弾性体はエラストマー樹脂が使用されていることが好ましい。エ
ラストマー樹脂のような弾力性に優れたものを使用することにより、マットレスの自然な
寝姿勢や体圧分散特性を向上することができる。なお、本発明の柱状弾性体に使用された
部材エラストマー樹脂に限らず、弾力性に優れ、マットレスの風合いや寝心地感を生かせ
る素材であればよい。また、本発明のベッド装置では、コイルスプリングを封入した袋を
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弾性体とし、コイルスプリングを封入した袋を複数個、マトリックス状に配列して弾性体
ユニットを構成することもできる。
【００１６】
　本発明のベッド装置の生体情報検知手段は、圧力検出部で出力された生体圧力信号に基
づき、生体情報を演算する演算部を有することが好ましい。
【００１７】
　また、本発明のベッド装置の生体情報検知手段は、二箇所以上に設置された複数個の圧
力検出部から出力された生体圧力信号により出力Ｓ／Ｎ比が算出され、出力Ｓ／Ｎ比を比
較して高い出力Ｓ／Ｎ比を有する圧力検出部を優先的に選択する選択部が備えられている
ことが好ましい。なお、Ｓ／Ｎは、シグナル（Ｓ）とノイズ（Ｎ）の比を指すものであり
、シグナル（Ｓ）は検出対象となる人体により発生する圧力信号を表し、ノイズ（Ｎ）は
検出対象となる人体により発生する圧力信号以外の雑音信号を表すものである。これによ
り、圧力検出部で検出された体動（生体圧力）信号を演算部により生体情報として算出す
ることができる。また、本発明のベッド装置の生体情報検知手段は、選択部を有すること
により、二箇所以上に設置された複数個の圧力検出部から出力された生体圧力信号により
出力Ｓ／Ｎ比が算出され、出力Ｓ／Ｎ比を比較して高い出力Ｓ／Ｎ比を有する圧力検出部
を優先的に選択することができる。つまり、出力Ｓ／Ｎ比の高い圧力検出部が常に選択さ
れ、検出精度に有利である。
【００１８】
　本発明のベッド装置の生体情報検知手段は、生体情報演算部で算出された生体情報に基
づき、生体状態を調整する生体状態調整部を有することが好ましい。これにより、算出さ
れた生体情報に基づき、生体の状態を、例えば睡眠環境を制御することにより調整するこ
とができる。なお、睡眠環境というのは、睡眠時の室温度、照明光度などの要素をいい、
空調、または照明器具の電源操作を制御することにより室温度、照明光度など睡眠に影響
する要素を調整することができる。つまり、生体状態調整部は、検出した生体情報を生体
状態の調整にフィードバックすることができる。
【００１９】
　本発明のベッド装置の圧力検出部は圧電フィルムからなることが好ましい。圧電フィル
ムなどの圧力に反応して電子信号として出力できる部材を使用することにより、高い生体
情報検出精度を有しながら、さらに圧電フィルム自体が極めて薄いという特徴から、設置
されやすく、ベッド装置のデザイン性に有利である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のベッド装置によれば、弾性体ユニットを使用することにより、マットレスが本
来持つ自然な寝姿勢や体圧分散性といった基本特性を保ちながら、寝心地感を最大限に保
つことができる。このため、より自然な眠る状態を使用者に与えることができ、使用者に
とって異物感などの不快感を覚えなくなり、マットレスが持つ本来の機能を十分に発揮す
ることができる。また、弾性体ユニットにおいて、一個以上の圧力検出部を支持層の下部
に設けることにより、独立した部位の生体の圧力を正確に検出することができ、正確に生
体の圧力を感知し、圧力を発した生体の部位を特定することができる。さらに、本発明の
ベッド装置によれば、独立した弾性体同士が隣接した弾性体からの影響を受けにくく、生
体の特定部位から高精度の圧力信号を得ることができ、対象特定部位以外の部位（場所）
からの圧力信号の干渉を大きく抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
本実施形態のベッド装置の概略構成を図１、図２に示す。図１、図２に示すように、本発
明のベッド装置は、主にベッド本体１０１と、ベッド本体１０１に内蔵された弾性体ユニ
ット１と、弾性体ユニット１に取り付けられた感圧センサー２と、感圧センサー２から出
力された生体信号を検知する生体情報検知手段３とで構成されている。なお、感圧センサ
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ー２は本発明の圧力検出部を構成するものである。
【００２２】
　ベッド本体１０１は、マットレスベース部材１０２と、マットレスベース部材１０２の
上面側をカバーするクッション体１０４と、ベッドフレーム１０５（図２に示す）とから
なる。また、マットレスベース部材１０２の中央部には、弾性体ユニット１を収納する凹
状を成す収納部１０３が設けられている。さらに、マットレスベース部材１０２、弾性体
ユニット１及びクッション体１０４を包囲する袋状を成す外装体（図示せず）が備えられ
ている。収納部１０３はウレタンボードなどで形成されている。外装体は表地、裏地、側
地を有することができる。
【００２３】
　図３、図４は弾性体ユニット１の拡大図（側面図、正面図）である。図３、図４に示す
ように、弾性体ユニット１は、板状の支持層１１と支持層１１に支持され、支持層１１の
上面１１１より突出するように設けられた複数の柱状弾性体１２とから構成されている。
支持層１１は平板状である。支持層１１に支持された円柱形状を成す複数の柱状弾性体１
２から柱状弾性体群が形成されている。なお、柱状弾性体１２は支持層１１に設けられ、
柱状弾性体１２の下面１２２は支持層１１の上面１１１に接着されて固定されている。
【００２４】
　また、図４に示す弾性体ユニット１の正面図から分かるように、柱状弾性体１２は千鳥
配列で支持層１１の上端面１１１に配置されている。千鳥配列では、１列目Ｎ１において
矢印Ｙ方向（弾性体ユニット１の長さ方向）に隣接する柱状弾性体１２間に、２列目Ｎ２
の柱状弾性体１２が配置されている。さらに、２列目Ｎ２において矢印Ｙ方向に隣接する
柱状弾性体１２間に、３列目Ｎ３の柱状弾性体１２が配置されている。他の列についても
同様である。このような千鳥配列では、矢印Ｙ方向において、隣接する柱状弾性体１２間
の距離ＬＡが長めに確保されるため、矢印Ｙ方向において柱状弾性体１２の本来の変形能
が良好に確保される。
【００２５】
　図５は、本実施形態例の変形形態を示す弾性体ユニット１の側面図である。図５から分
かるように、支持層１１の下面１１２には、上面１１１と同様に柱状弾性体１２が下向き
に設けられ、さらに柱状弾性体１２の上面１２１（図示下方）には感圧センサー２を構成
する感圧フィルム２１が取り付けられている。この際、人体の同一部位に対して二個の感
圧センサー２から圧力信号を検出することとなるため、検出感度の向上に期待できる。ま
た、感圧センサー２は柱状弾性体１２の上面１２１に直接ではなく、間接的に取り付ける
こともできる。例えば、図３に示したように、支持層１１を介して感圧センサー２は柱状
弾性体１１の下部に取り付けられることができる。また、感圧センサー２を柱状弾性体１
２の内部に取り付けることも可能である。
【００２６】
　ここで、柱状弾性体１２はゲル塊状を成す軟質（低硬度）のエラストマーを基材として
形成されている。エラストマーは、例えば、スチレン系ベースポリマーなどのベースポリ
マーにオイル（流体）を含有させた成形品（例えば押出成形品）をカットして形成されて
いる。図５はエラストマーの特性の一例を示す。特性は図６に限定されない。図６の特性
線ＳＡに示すように、荷重が増加すると、変位が次第に増加する。従って高さ方向の荷重
の負荷に伴い、柱状弾性体１２は変形する。
【００２７】
　また、柱状弾性体１２の硬度は、アスカーＦＰ１０、支持層１１の硬度は１９６Ｎであ
る。ここで、柱状弾性体１２の硬度はデュロメータ（スプリング式のゴム硬度計）で測定
されたものであり、支持層１１の硬度はＪＩＳ Ｋ６４０１に規定されたウレタンフォー
ム硬度基準である。
【００２８】
　また、柱状弾性体１２の上面１２１、または支持層１１の下面１１２には、感圧センサ
ー２が取り付けられている。感圧センサー２は圧電フィルム２１で構成されている。なお
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、圧電フィルム２１は弾性体ユニット２の柱状弾性体１２の上面側１２１、或いは支持層
１２の下面側１１２の何れか一方に取り付けることもできる。感圧センサー２を構成する
圧電フィルム２１は弾性体ユニット１の上下面（柱状弾性体１２の上面１２１、支持層１
１の下面１１２）において、弾性体ユニット１の長手方向（Ｙ方向）及び横方向（Ｘ方向
）に配置されている。なお、本実施形態の弾性体ユニット１の長手方向Ｙはベッド装置の
長手方向と同一であり、横方向Ｘはベッド装置の横方向と同一である。
【００２９】
　圧電フィルム２１で感知された生体の振動信号は、信号伝送ケーブルＣ１（図１に示す
）を介して生体情報検知手段３に出力される。生体情報検知手段３は、振動信号を演算す
る演算部３１、振動信号のＳ／Ｎ比を算出し、高いＳ／Ｎ比を有する振動信号を選択する
選択部３２、また出力された生体情報に基づき、外部へ生体情報を出力し、生体状態を影
響する周囲環境要素、例えば温度、照明度などを制御する生体状態調整部３３を備えてい
る。生体状態調整部３３は信号転送ケーブルＣ２を介して、外部の空調装置（図示せず）
、照明器具（図示せず）などに接続され、空調装置、照明器具の電源を制御することがで
きる。つまり、生体周囲の温度、照明度などを制御することにより、生体の状態を理想（
予想）状態に調整することができる。
【００３０】
　具体例として、本実施形態のベッド装置の圧力検出部を構成する感圧センサー２は以下
のように配置される。なお、感圧センサー２の配置方法は下記方法に限らない。
【００３１】
　１）単一感圧センサー配置
　図７は一個の感圧センサー２により圧力検出部が構成されている例を示している。図８
は本配置方法の側面図を示したものである。図７、図８に示したように、感圧センサー２
はベッド本体１０１に設置された弾性体ユニット１のほぼ中央部に配置される。なお、人
体Ｐ（生体）の寝姿勢に併せて、人体Ｐの心臓部、または胸部より近い位置に感圧センサ
ー２が配置されている。本実施例では、弾性体ユニット１はベッド本体１０１の中央部に
設置されているため、感圧センサー２は弾性体ユニット１の前方（人体頭部方向）から１
／３の位置の中央部に配置されている。このように、心臓部、または胸部より近い位置に
感圧センサー２を配置することにより、人体Ｐの心拍数や、呼吸数などの生体情報をより
正確に検出することができる。
【００３２】
　２）複数感圧センサー配置
　図９は複数の感圧センサー２により圧力検出部が構成されている例を示している。図１
０は本配置方法の側面図を示したものである。図８、図９から分かるように、四つの感圧
センサー２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄはベッド本体１０１に設置された弾性体ユニット１にお
いて、弾性体ユニット１の中央部を中心とした広い範囲内に所定間隔を隔てて配置されて
いる。本実施例では、感圧センサー２Ａ，２Ｂはベッド本体１０１の長手方向（Ｙ方向）
において、人体Ｐの心臓部、または胸部とほぼ同じ位置に配置されている。感圧センサー
２Ｃ，２Ｄは、人体Ｐの心臓部、または胸部より後方（足部方向）に配置されている。こ
のように、独立された感圧センサー２Ａ，Ｂは、ベッド装置に眠っている使用者（人体Ｐ
）の寝姿勢に関係なく、正確に人体Ｐの心拍数や、呼吸数などの生体情報を検出すること
ができる。つまり、独立した感圧センサー２Ａ，２Ｂがベッド本体１０１の長手方向にお
いて、人体Ｐの心臓部、または胸部の同一位置に所定間隔を隔てて配置されているので、
ベッド装置に眠っている人体Ｐが寝姿勢を変えても、人体Ｐの心臓部や胸部は感圧センサ
ー２Ａ，または２Ｂの中の一方かの感圧センサーに近い位置にあることとなる。このため
、高い精度で人体Ｐの心拍数や、呼吸数などを検出することができる。また、感圧センサ
ー２Ａ，２Ｂより後方に配置されている感圧センサー２Ｃ，２Ｄは、人体Ｐの心拍や、呼
吸などの振動信号から離れ、体動を検出しやすい、つまり、独立した柱状弾性体１２（図
３、または図４に示す）に感圧センサー２（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）が設置されているため、感
圧センサー２間は相互的に影響しにくくなっている。このため、感圧センサー２Ｃ，２Ｄ
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は人体Ｐの体動などの生体情報を検出する際、人体Ｐの心拍や、呼吸などからの不要な信
号（この場合、心拍や呼吸などの振動信号は体動信号に対して干渉信号となる）の検出が
抑えられる。よって、体動信号の検出を高精度で行うことができる。また、感圧センサー
２Ａ，２Ｂのように、感圧センサー２Ｃ，２Ｄは所定間隔を隔てて配置されているため、
人体Ｐの寝姿勢を変えても、感圧センサー２Ｃ，２Ｄの中の一方かの感圧センサーに近い
位置にあることとなり、正確に体動信号を検出することができる。
【００３３】
　また、より精密に人体Ｐの生体情報を検出するために、感圧センサー２の数を４つ以上
に増し、感圧センサー２の配置をより細密的に広い範囲内に分布することにより、より精
密に生体情報を検出することができる。図１１、図１２に示すように、弾性体ユニット１
に感圧センサー２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｆ，２Ｇ，２Ｈ，２Ｊ，２Ｉを所定間隔で隔
てて配置することにより、使用者（人体Ｐ）の体形、寝姿勢に関係なく、検出センサー２
は常に人体Ｐの検出対象となる部位に密着して生体情報信号を検出することができる。
　さらに、図１３、図１４に示すように、ダブルサイズのベッド装置には、二箇所以上に
感圧センサー２を設置し、感圧センサー２Ａ，２Ｂの配置間隔を所定距離で隔てることに
より、使用者は二人（人体Ｐ１，Ｐ２）のときでも、独立した柱状弾性体１２（図３、図
４に示す）の特性を活かして人体Ｐ１、Ｐ２からの振動による生体情報を正確に検出する
ことができる。つまり、独立した柱状弾性体１２に複数の感圧センサー２を配置すること
により、人体Ｐ１、Ｐ２それぞれの体動情報が干渉されずに検出することができる。また
、感圧センサー２を一人に対して、複数個以上に設置することにより、より精密な振動信
号が得られ、より正確な生体情報を検出することができる。
【００３４】
　生体情報検知手段３は、感圧センサー２で出力された生体振動信号に基づき、生体情報
を演算する演算部３１を備えている。また、生体情報検知手段３は、二箇所以上に設置さ
れた複数個の感圧センサー２から出力された生体振動信号により出力Ｓ／Ｎ比が算出され
、出力Ｓ／Ｎ比を比較して高い出力Ｓ／Ｎ比を有する感圧センサー２を優先的に選択する
選択部３２が備えられている。感圧センサー２で検出された体動信号が演算部３１により
生体情報として算出される。また、生体情報検知手段３は、選択部３２を有し、二箇所以
上に設置された複数個の感圧センサー２から出力された生体振動信号により出力Ｓ／Ｎ比
が算出され、出力Ｓ／Ｎ比を比較して高い出力Ｓ／Ｎ比を有する感圧センサー２が優先的
に選択される。即ち、出力Ｓ／Ｎ比の高い感圧センサー２が常に選択され、正確に生体情
報を検出するのに有利である。
【００３５】
　また、生体情報検知手段３は、生体情報演算部３１で算出された生体情報に基づき、生
体状態を調整する生体状態調整部３３を備えている。算出された生体情報に基づき、生体
の状態を、例えば睡眠環境（光、香り、音、ゆらぎ等）を制御することにより調整される
。生体状態調整部３３は、検出した生体情報を生体状態の調整にフィードバックされる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明のベッド装置は、医療、保健の分野に使用できると共に、将来的に生体情報を利
用した他の分野、例えば生体状態に応じた運転方式が自動的に制御される自動車などの分
野に利用することも期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施形態のベッド装置の概念図である。
【図２】本実施形態のベッド装置の側面概念図である。
【図３】本実施形態のベッド装置を構成する弾性体ユニットの側面図である。
【図４】本実施形態のベッド装置を構成する弾性体ユニットの平面図である。
【図５】本実施形態のベッド装置を構成する弾性体ユニットの変形形態の側面図である。
【図６】本実施形態のベッド装置を構成する弾性体ユニットに使用されたエラストマー樹
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【図７】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの正面配置図である。
【図８】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの側面配置図である。
【図９】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの正面配置図である。
【図１０】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの側面配置図である。
【図１１】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの正面配置図である。
【図１２】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの側面配置図である。
【図１３】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの正面配置図である。
【図１４】本実施形態のベッド装置の感圧センサーの側面配置図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０１：ベッド本体 １０２：マットレスベース部材
１０３：収納部 １０４：クッション体 １０５：ベッドフレーム
１：弾性体ユニット １１：支持層 １２：柱状弾性体
１１１：支持層上端面 １１２：支持層下端面
１２１：柱状弾性体上端面 １２２：柱状弾性体下端面
ＬＡ：柱状弾性体間の距離 ＳＡ：柱状弾性体の特性線
２：感圧センサー ２１：圧電フィルム
３：生体情報検知手段 ３１：演算部 ３２：選択部 ３３：生体状態調整部
Ｃ１，Ｃ２：信号伝送ケーブル Ｐ，Ｐ１，Ｐ２：生体（使用者）
２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆ，２Ｇ，２Ｈ，２Ｉ：感圧センサー

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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